
 

長野県教育委員会事務処理規則の一部を改正する規則案について 

 

教 育 総 務 課 

 

１ 改正の趣旨 

県の組織改正及び山岳総合センターへの指定管理者制度の導入に伴い、所要の

改正を行う。 

 

２ 改正の概要 

（１）県の組織改正により、県短期大学付属幼稚園に関する事務について総務部長 

に補助執行させるため、知事の補助機関たる職員に補助執行させる事項に加え

る。 

 

（２）山岳総合センターへの指定管理者制度の導入に伴い、山岳総合センター所長 

の代決に係る規定を削除する。 

 

３ 施行期日 

平成24年４月１日 



 





 



 

















 


